
 

参加要領 

 

第１条  記１の業務内容について「企画案の募集」に参加を希望する者は、記３（１）に

掲げる提出書類を、記４（３）に掲げる方法により提出することをもって参加を申

込むこと。記４（１）の提出期限までに到達しない申込書は無効とするので、郵送

等により提出する場合は十分な余裕をもって早めに送付すること。 

第２条  企画案を提出しようとする者は、記３（２）に掲げる提出書類を、記４（３）に

掲げる方法により提出することをもって行うこと。記４（２）の提出期限までに到

達しない企画案は無効とするので、郵送等により提出する場合は十分な余裕をもっ

て早めに送付すること。 

第３条  提出書類の記載に当たっては、記３（３）に留意して記載すること。 

第４条  提出書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできな

い。 

第５条  「企画案の募集」に関する公告に記載されている事由の他、次に掲げるものに該

当する参加申込みは無効とする。 

（１） 本要領の規定に違反する参加申込み 

（２） その他契約担当官等が提出書類不完全と認めたもの 

第６条  提出書類は、記６のとおり審査を行い、採用の是非を決定する。採用の是非につ

いては、遅滞なく参加者に対し通知する。 

第７条  契約に当たっては、審査の結果選定された企画案の全てを採用するものではない。 

第８条  本要領に定めのない事項は全て会計法規に定めるところによって処理する。 

 

記 

 

１.件名 

民間企業のシェアオフィスを活用したサテライトオフィスの導入 

（詳細については、施設等要領参照。） 

 

２.契約期間、利用期間 

契約期間：令和 8年 4月 1日(水)～令和 9年 3月 31日（水） 

利用期間：令和 8年 4月 1日（水）～令和 9年 3月 31日（水）のうち平日のみ 

※ただし、令和 8年 12月 29日(火)～令和 9年 1月 3日(日)は除くものとする。 

   

３.提出書類・部数 

（１）参加申込み時 提出書類 

・申込書（別紙１の様式に沿った適宜の書式：１部） 



（２）企画案提出時 提出書類 

・企画提案書（別紙２の様式に沿った適宜の書式：７部） 

※社名入りの提案書１部、社名を記していない提案書６部 

以下の内容を記載すること。 

① 利用可能なオフィスの見取り図（各拠点の基本座席（オープンスペース）

及びWEB会議・電話スペースの席数、会議室の有無等がわかるもの）、利用

可能な設備の仕様（利用可能なWi-Fiの暗号化方式等のセキュリティを含

む）、写真や周辺の地図（施設内外の雰囲気がわかる写真等を資料に含める

こと）。 

② 拠点へのアクセスにおける一般的なセキュリティ対策。 

③ 定期的な換気や清掃など、基本的な感染症対策として実施している内容。 

④ その他特筆すべきことがある場合にはその内容等。 

⑤ 経費見積り：別紙５「内訳書」様式を用いて作成し、あわせて諸経費等、

各項目の内訳についての詳細な見積書を提出すること。 

・ 指名停止等に関する申出書（別紙３の様式：１部） 

・ 誓約書（別紙４の様式：１部） 

・ 証明書（写し） 

    ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等を証する書類として、次のも

のの写しを提出すること。 

（ア）女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定又はプラチナえるぼし認定）に関

する基準適合一般事業主認定通知書 

（イ）次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定、プラチナくるみん認

定又はトライくるみん認定）に関する基準適合一般事業主認定通知書 

（ウ）若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定）に関する基準適合事業主認

定通知書 

（エ）女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届 

（オ） 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」

（平成 28 年 9 月 26 日内閣府男女共同参画局長決定）に基づくワーク・ライ

フ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書 

 

（３）留意事項 

・ 提出された企画案等に対する経費の支出は行わない。また、審査終了後、企画

案等は返却しない。 

・ 企画案等には営業上の機密事項が含まれていることに配慮し、各者の企画案等

は非公開とする。 

・ 契約に当たって、契約保証金の納付は、全額免除とする。 

・ 選考審査の公平性を保持するため、選考審査において用いる企画案等の副本は、

企画内容を含め、事業者を伏す等提案者が非特定となるよう処置をとること。 

・ 令和 8年度予算が成立し、予算の執行が可能となることが契約の締結の条件と

なる。本件の場合には、令和 8年度予算が令和 7年度内に成立することを前提

とすれば、契約締結日は、令和 8年 4月 1日となる。 

 



４.提出場所・期限等 

（１）参加申込み（別紙１）・連絡先 

 〒100－8940 

 東京都千代田区霞が関 3－1－1 

財務省大臣官房会計課契約第二係（本庁舎１階 東 184 担当：多田） 

電話 03－3581－4111（内線 2142） 

令和 8年 2月 25日（水）17 時 30分（必着） 

（２）企画案の提出（別紙２）・連絡先 

〒100－8940 

 東京都千代田区霞が関 3－1－1 

財務省大臣官房会計課契約第二係（本庁舎１階 東 184 担当：多田） 

電話 03－3581－4111（内線 2142） 

令和 8年 2月 27日（金）17 時 30分（必着） 

（３）提出方法 

次のいずれかの方法により提出すること。 

① 紙による提出 

紙による申込書等の提出を希望する場合には、上記（１）の場所に提出すること。

② 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）  

第 2 条第 6 項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定

信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便（以下「郵便等」という。）に

よる提出 

イ 郵便等により申込書を送付する場合には、送達時間等を十分考慮し、封筒に

『「民間企業のシェアオフィスを活用したサテライトオフィスの導入」の企画

競争参加申込書在中』と朱書きし、書留郵便により上記（１）あてに提出期限

までに必着するよう提出する。 

ロ 郵便等により企画案を送付する場合には、送達時間等を十分考慮し、封筒に

『「民間企業のシェアオフィスを活用したサテライトオフィスの導入」の企画

案在中』と朱書きし、書留郵便により上記（２）あてに提出期限までに必着す

るよう提出する。未着の場合の責任は貴社に属するものとし、期限内の提出が

なかったものとみなす。 

③ 上記①②以外の方法による申込書等の提出を希望する場合には、上記に示す申

込書等の提出期限までに上記（１）に連絡すること。 

※但し、土曜日・日曜日・祝日の受付は行わない。期限を過ぎた提出は無効とする。 

 

５.質問書の提出 

参加要領及び施設等要領に関し質疑等がある場合は、上記４（２）の提出場所及び期

限までに、質問書（任意様式）を提出すること。なお、ＦＡＸ（03-5251-2107）による

提出も可とするが、送信した際は上記４（２）へ送信した旨の連絡をすること。 

 

６.選定基準 

選定にあたっては、提出された書類に基づいて審査を行い、本件の趣旨に最も合致し、

優れたものを民間企業のシェアオフィスを活用したサテライトオフィスの導入の施設



等として選定する。 

 当該企画案等による口頭審査の実施は予定していない。 

 なお、審査結果については、法令等に基づき公表することがある。 

  



 

施設等要領 

民間企業のシェアオフィスを活用したサテライトオフィスの導入 

 

 

「民間企業のシェアオフィスを活用したサテライトオフィスの導入」に係る施設等につ
いては、下記事項に基づき提案すること。 
 

記 

 

１． 施設の種類 

民間企業のシェアオフィスを活用したサテライトオフィス 

 

２． 施設等の概要 

（１）導入支援 

請負者は、サテライトオフィスの導入に当たり、各施設の利用要領や必要に応じてア

プリ又はウェブサイトによる利用登録及び予約方法等をまとめた、「サテライトオフィス

運用マニュアル」を契約締結後速やかに作成し、主管係へ提出すること。なお、提出に際

して主管係へ説明を行うこととし、主管係からの問合せには誠実かつ速やかに応じるこ

と。  

また、財務省内においてサテライトオフィスの利用推進を図るための説明会の開催を

予定している。説明会の開催にあたっては、主管係の指定する形式において利用方法等

を分かり易く記載した資料の提供、並びに説明での質疑応答等の対応を求めることがあ

るため、主管係から要請があった場合には適切に対応すること。 

 

（２）サテライトオフィスに係る拠点の条件及び提供 

・提供する拠点は、関東近郊（東京都、神奈川県、千葉県または埼玉県）においては 15

拠点以上、名古屋市・大阪市においては各市１拠点以上、合計 17拠点以上あること。

各拠点は鉄道駅半径 800 メートル（徒歩 10 分）以内に存在し、そのうち関東近郊で

は、東京駅、池袋駅、新宿駅、渋谷駅、横浜駅（またはみなとみらい駅）及び財務省

本庁舎のそれぞれについて徒歩 10 分以内に存在する拠点（計６拠点）を必ず含むこ

と。また、１日当たりの全ての拠点の利用者を合計して７名以上が利用可能であるこ

と。 

 ※なお、「拠点」とは、ビルのフロアを貸し切る等して、同時に複数人が利用できるよ

うに、デスクワークに適した机や椅子等の什器類の整備がなされたオフィス型の拠点

であり、一人用のブースのみの設置をもって「拠点」としない。また、カラオケボッ

クス、漫画喫茶、ホテルの客室（寝具のある部屋）及び遊興施設等のオフィス以外の

目的を利用の主目的、または兼ねる施設は含めないものとする。以下同じ。 

・全ての拠点にオープンスペース（基本座席とする）及び WEB 会議・電話用スペースが

あること。 

・概ねの拠点において、午前 9時 00分から午後 7時 00分まで利用可能であること。 

・概ねの拠点において、下記３の②に定める利用期間中において利用可能であること。 

・作業スペースに電源が備え付けられていること。 

・パスワード設定や暗号化等のセキュリティ対策が講じられた Wi-Fi が利用可能である

こと。 

※ なお、適切なセキュリティ対策が施されていない施設については利用可能拠点に含

めないこと（通信の暗号化は「WPA3」または「WPA2」利用を想定しているため、いわ

ゆるフリーWi-Fiを利用している施設、及び「WEP」と「TKIP」の方式のものは利用可

能拠点に含めない。） 

 



・利用者の登録や削除等の操作について、請負者の提供するウェブサイトから主管係が

操作できる、又は主管係が送付する利用者のリストに基づき、リストの送付後１営業

日以内に請負者において対応できること。 

・主管係において、利用状況の確認（利用者名、利用時間、利用拠点、利用金額等）が請

負者の提供するウェブサイト上でできること。 

・利用者において、請負者の提供するウェブサイト又はスマートフォンのアプリケーシ

ョン上で、拠点の混雑状況を確認でき、利用に際して事前予約が必要な場合には、上

記サービスを通じて利用開始時間の 30分前まで利用予約やキャンセルができること。 

・拠点のあるビル等の入館時または拠点内へのアクセスに際して、専用カードキー等を

要求する等、必要なセキュリティ対策がなされていること。 

・定期的な消毒や換気、清掃等によりオフィス内が清潔に保たれていること。 

 

（３）会議室及び WEB会議・電話用スペースの条件及び提供 

・会議室においては、１室あたり最小で２人、最大で 10人程度で着席できる個室であり、

WEB 会議・電話用スペースにおいては、1人用の着席できる個室であること。 

・会議室及び WEB 会議・電話用スペースは、内部での音声が遮断され、外部への漏洩の

おそれがないこと。また、電源が確保されていること。 

・WEB 会議・電話用スペースは、各拠点において提供することとするが、会議室は各拠点

において提供することを条件とはしない。 

・会議室については、財務省の職員が招待すれば、外部の者も利用可能であること。 

 

３． 概要及びスケジュール 

①導入地域 

上記２（２）のとおり、財務省職員の利用が見込まれる関東近郊（東京都、神奈川県、

千葉県または埼玉県）・名古屋市・大阪市に加え、その他の地域の提案も可とする。 

 

②導入予定期間 

令和 8年 4月 1日（水）～令和 9年 3月 31日（水） 

※ただし、令和 8年 12月 29日（火）～令和 9年 1月 3日（日）は除くものとする。 

 

③利用予定者 

財務省に勤務する職員のうち、利用を希望する職員 

 

④利用予定時間数 

【基本座席（オープンスペース）】 ７人 × ８時間 × 241 日 

【WEB会議・電話用ブース】 ７人 × ２時間 × 241 日 

【会議室（４人部屋）】 13回（ひと月あたり）× １時間 × 12カ月 

【会議室（10人部屋）】 ２回（ひと月あたり）× １時間 × 12カ月 

※基本座席及び WEB 会議・電話用ブースについて、職員の休憩時間を含め、9 時～19

時の１日合計最大 10時間程度利用予定。 

※各席種別の利用予定時間数は見込みのため増減する可能性があり、利用時間数を確

約するものではない。 

    

４． 実施予算額 

8,686,000円 

（終了・精算報告書作成までの手数料、消費税等の一切の経費を含む。） 



なお、消費税及び地方消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方

税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき算出すること。 

また、当該企画を実現するために必要な経費内訳を提出すること。 

予算額を超えて提案があった場合は失格となることに留意すること。 

 

５． その他注意事項 

契約後に突発的事象、変更等生じた場合には財務省関係部局と協議のうえ、その指示に

従うこと。 

    

以上 

 

 

 



（別紙 1） 

令和 年 月 日 

支出負担行為担当官 

財務省大臣官房会計課長 殿 

住   所 

氏   名 

 又は 

会 社 名 

  代表者氏名 

企画競争参加申込書 

令和 8年 2月 6日付「民間企業のシェアオフィスを活用したサテライトオフィスの導入」

に係る公告を承知の上、「企画案の募集」に参加を申し込みます。 

（本件に係る照会・連絡先） 

担当者： 株式会社○○ ○部○課

○○ ○○

電話： 

FAX： 

e-mail：



  （別紙 2） 

 

令和 年 月 日 

支出負担行為担当官 

財務省大臣官房会計課長 殿 

 

                                          住   所 

 

                                          氏   名 

                                            又は 

                                          会 社 名 

 

                                         代表者氏名 

      

 

「民間企業のシェアオフィスを活用したサテライトオフィスの導入」に 
係る企画提案書 

 

（※内容は、追加的に照会する必要が生じないよう、できるだけ具体的かつ簡潔に記述する

こと。） 

 

1. 利用可能なオフィスの見取り図（各拠点の基本座席（オープンスペース）の席

数、会議室の有無等がわかるもの）、利用可能な設備の使用（利用可能な Wi-Fi

の暗号化方式等のセキュリティを含む）、写真や周辺の地図（施設内外の雰囲気

がわかる写真等を資料に含めること） 

 

2. 拠点へのアクセスにおける一般的なセキュリティ対策 

 

3. 定期的な換気や清掃など、基本的な感染症対策として実施している内容 

 

4. その他特筆すべきことがある場合にはその内容等 

 

5. 経費見積り 

 

 



（別紙 3） 

 

令和  年  月  日 

 

 

指名停止等に関する申出書 

 

 

支出負担行為担当官 

財務省大臣官房会計課長 殿 

 

 

                                          住   所 

 

                                          氏   名 

                                            又は 

                                          会 社 名 

 

                                         代表者氏名              

 

 

 

「民間企業のシェアオフィスを活用したサテライトオフィスの導入」に係る企画案提出に当たり、

当社は、各省各庁から指名停止等を受けていないことを申し出ます。 

また、本日以降に、各省各庁から指名停止等の措置を受けた場合は、直ちに指名停止等の通知書を

提示するとともに、「企画案の募集」には参加いたしません。 



（別紙4） 

誓  約  書 

  □ 私 

 □ 当社       

は、下記１及び２のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。 

 また、貴職において必要と判断した場合に、別添役員等名簿により提出する当方の個人

情報を警察に提供することについて同意します。 

 

                                    記 

１ 契約の相手方として不適当な者 

 (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）

が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

 (2)  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき 

 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

 (1) 暴力的な要求行為を行う者 

 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

 (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者 

  

  支出負担行為担当官 

   財務省大臣官房会計課長 殿 

                    令和  年  月  日 

                           住所（又は所在地） 

                           社名及び代表者名          

 

  ※ 添付書類：役員等名簿 



（別添）

（ フ リ ガ ナ ）

氏 名

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（注）法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。

　Ｔ
　Ｓ　　　　　年　　　月　　　日
　Ｈ

男
・
女

役　員　等　名　簿

役 職 名

法人（個人）名：

　Ｔ
　Ｓ　　　　　年　　　月　　　日
　Ｈ

男
・
女

生 年 月 日 性 別 住 所

　Ｔ
　Ｓ　　　　　年　　　月　　　日
　Ｈ

男
・
女

　Ｔ
　Ｓ　　　　　年　　　月　　　日
　Ｈ

男
・
女

　Ｔ
　Ｓ　　　　　年　　　月　　　日
　Ｈ

男
・
女

　Ｔ
　Ｓ　　　　　年　　　月　　　日
　Ｈ

男
・
女

　Ｔ
　Ｓ　　　　　年　　　月　　　日
　Ｈ

男
・
女

　Ｔ
　Ｓ　　　　　年　　　月　　　日
　Ｈ

男
・
女

　Ｔ
　Ｓ　　　　　年　　　月　　　日
　Ｈ

男
・
女

　Ｔ
　Ｓ　　　　　年　　　月　　　日
　Ｈ

男
・
女

　Ｔ
　Ｓ　　　　　年　　　月　　　日
　Ｈ

男
・
女

　Ｔ
　Ｓ　　　　　年　　　月　　　日
　Ｈ

男
・
女

　Ｔ
　Ｓ　　　　　年　　　月　　　日
　Ｈ

男
・
女



 契約単価（税込）  金額（円） 備考（業者記載欄）

1 基本座席（オープンスペース） 7 人 8 時間 241 日

2 WEB会議・電話ブース 7 人 2 時間 241 日

3 会議室(4人部屋) 13 回/月 1 時間 12 ヵ月

4 会議室(10人部屋) 2 回/月 1 時間 12 ヵ月

5 その他経費

※1　WEB会議・電話ブース等の料金を基本座席（オープンスペース）料金に含んでいない場合は、その旨を備考欄（業者記載欄）へ記載のうえ、項目2に契約単価を
記載すること。 基本座席（オープンスペース）料金に含まれる場合は、「0」と記載すること。
※2　「241日」については、令和8年4月1日～令和9年3月31日のうち、土日祝日及び令和8年12月29日～令和9年1月3日を除いた期間。
※3　上記予定数量は発注数量を確約するものではない。
※4　本内訳書にあわせて、任意の様式で詳細内訳書を提出すること。

合計（税込）

【別紙５】

内訳書

項目 予定数量



審査要領 

 

第1条  「企画案の募集」にかかる施設等委嘱先を選定するに当たっては、審査方針・評価基

準に沿って審査を行うこととする。 

第2条  審査委員会は、大臣官房文書課業務企画室長、大臣官房文書課情報管理室担当補佐、

大臣官房秘書課課長補佐、大臣官房会計課課長補佐、財務省デジタル統括責任者補佐官

（以下これらを「企画審査員」という。）及び大臣官房文書課業務企画総括係長（以下「見

積審査員」という。）で構成され、事務局は大臣官房文書課業務企画室が務めるものとす

る。 

第3条  審査員は、施設等委嘱先選定審査員採点シートに記入することにより、各参加者から

提出された企画案について審査を行うものとする。企画審査員による見積書以外の企画

書についての評価400点（67％）と見積審査員による見積書についての評点200点（33％）

の合計点が各参加者の総合評点とする。 

第4条  企画案等には営業上の機密事項が含まれていることに配慮し、各参加者の企画案等は

非公開とすることから、これに基づく具体的な審査結果についても同様に非公開とする。

各参加者の企画案等については大臣官房文書課業務企画室業務改革係がこれを適切に管

理する。 

第5条  審査の結果、採用の是非については、遅滞なく事務局から参加者に対し通知する。 

 

 

審査要領 考え方・備考 

審査方針 

（１） 提出のあった企画案の書面審査により最も優

秀な委嘱先を選定する。 

 

（２） 審査は提案された企画内容及び見積書の総合

評価による。 

 

（３） 企画案のうち、総合評点が一番高いものを採

用し、その提出者を選定する。ただし、全て

の企画案の評点が一定の水準に満たない場合

は、全ての企画案の採用を見送ることが出来

る。 

 

 

 

 

・面談による審査は行わない。 

 

 

・価格については、見積書の評価において見積

審査員が評価する。 

 

 

・「一定の水準」については、360点（6割）と

する。 

 

・審査委員会は、提出された企画案のうち採用が

不適当と判断するものについては、評点をせず

に採用を見送ることが出来る。 

 

・審査委員会は、提出された企画案のうち全て

の必須点（基礎点）を満たしていないものに

ついては、採用を見送ることが出来る。 

 

・予算額を超えて提案があった場合は失格とす

る。 

 

 



審査方法 

  ・企画審査員において以下の(1)～(4)の項目について、見積審査員において(5)の項目の評価を行う。 

・企画審査員の評点の合計値の平均値及び見積審査員の評点の合計を総合評点とする。 

  ・最も高い総合評点を得た企画案の提出者を選定する。 

   

審査項目 

 

考え方・備考 

（１） 施設等の立地・配置・仕様等【配点320点、う

ち基礎点30点】 

 

・ 提供する拠点は、関東近郊（東京都、神奈川

県、千葉県または埼玉県。以下同じ）におい

ては15拠点以上、名古屋市・大阪市において

は各市１拠点以上、合計17拠点以上あり、各

拠点は鉄道駅半径800メートル（徒歩10分）

以内に存在することとし、そのうち関東近郊

では、東京駅、池袋駅、新宿駅、渋谷駅、横

浜駅（またはみなとみらい駅）及び財務省本

庁舎のそれぞれについて徒歩10分以内に存在

する拠点（計６拠点）を必ず含むこと。 

※なお、「拠点」とはビル等のフロアを貸し

切る等して、同時に複数人が利用できるよう

に、デスクワークに適した机や椅子等の什器

類の整備がなされたオフィス型の拠点であ

り、一人用のブースのみの設置をもって「拠

点」としない。また、カラオケボックス、漫

画喫茶、ホテルの客室（寝具のある部屋）及

び遊興施設等のオフィス以外の目的を利用の

主目的、または兼ねる施設は含めないものと

する。以下同じ。 

・ 関東近郊の利用可能な拠点数は十分か 

・ 千葉県、埼玉県のいずれかに１拠点以上ある

か 

・ 東京都内において、必須とする拠点以外の拠

点は、利便性の高い立地に所在しているか 

・ 拠点利用時間は、概ね勤務時間（午前9時00

分から午後7時00分）と合致しているか 

・ 関東近郊、名古屋市、大阪市以外にも全国で

利用可能な拠点はあるか 

・ 業務効率の向上に資する備品や設備の貸し出

しがされていたり、執務できる部屋（会議室

を含む）に備え付けがされていたりするか 



・ 職員が利用できるロッカーはあるか 

・ 関東近郊で設置必須とする６拠点を合計し

て、基本座席（オープンスペース）の数は十

分あるか 

・ 全ての拠点を合計して、基本座席（オープン

スペース）及びWEB会議・電話用ブースは1日

あたり最低7名利用可能か 

・ 全ての拠点を合計して、基本座席（オープン

スペース）及びWEB会議・電話用ブースは1日

あたり最大10名まで、またそれを超えて利用

可能か 

・ 基本座席（オープンスペース）は、総価契約

が可能か 

また、総価契約の場合、利用上限が設けられ

ているか 

・ WEB会議・電話用ブースについても、総価契

約の範囲内であるか 

・ 関東近郊の設置必須６拠点内に、常時、職員

のみが利用できる執務スペースの設置が、総

価契約の範囲内で提供されるか 

・ 会議室は何割の拠点で利用可能か 

・ 上記会議室については予約しての利用が可能

か 

・ 管理者において、利用者の登録や、利用状

況の確認（利用者名、利用時間、利用拠

点、利用金額等）がインターネット上でで

き、利用者において、利用の予約やキャン

セルがインターネット上でできるか 

・ 管理者において、利用金額の月間・部署ごと

の上限設定、当該上限到達時の利用停止設定

がインターネット上できるか 

（２） セキュリティ【配点50点、うち基礎点25点】 

 

 

・ Wi-Fiはパスワードや通信の暗号化方式など

が適切に設定されているか 

※適切に設定されていない施設等については

利用可能拠点に含めないこと 

・ 拠点のあるビル等の入館時または拠点内への

アクセスに際して、一般に、専用カードキー

等を要求する等、必要なセキュリティ対策が

なされているか 

・ その他、拠点内において適切な防犯対策がさ

れているか 



 

 

  

（３） 新型コロナウイルス感染症等対策【配点10点、

うち基礎点10点】 

 

・ 基本的な感染症対策が実施されているか 

（４） ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指

標 

【配点20点】 

 

 

・ 「女性の活躍推進に向けた公共調達の活用

に関する財務省における取組の実施につい

て」に関して、評価の対象となる認定等を

取得しているか 

（５）経費見積り 

【配点200点】 

・ 個々の項目の単価・数量が妥当なものとなっ

ているか 

必要な経費を適切に見積もっていない、若し

くは個々の項目の単価・数量が妥当でない場

合を除き、より価格が低い参加者をより高く

評価することとする 



（別紙）調達時におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準 

評価項目 認定等の区分 ※１ 配点 

ワーク・ライフ・

バランス等の推

進に関する指標 

女性活躍推進法に基づく認定 

（えるぼし認定企業・プラチ

ナえるぼし認定企業 ）等

プラチナえるぼし 

※ ２
20 

えるぼし 3 段階目 

※ ３
16 

えるぼし 2 段階目 

※ ３
12 

えるぼし 1 段階目 

※ ３
8 

行動計画 ※４ 4 

次世代法に基づく認定 

（くるみん認定企業・トライ 

くるみん認定企業・プラチナ 

くるみん認定企業）等 

プラチナくるみん ※５ 20 

くるみん（令和７年４月１日

以降の基準） ※６ 
16 

くるみん（令和４年４月１日

～令和７年３月31日までの

基準）※７ 

12 

トライくるみん（令和７年４

月１日以後の基準） ※８
12 

くるみん（平成29年４月１日

～令和４年３月31日までの

基準） ※９ 

12 

トライくるみん（令和４年４

月１日～令和７年３月31日

までの基準） ※10

12 

くるみん（平成29年３月31日

までの基準） ※11 
8 

行動計画（令和７年４月１日

以後の基準） ※4、※12 
4 

若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業） 16 

※１ 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。

（例：「えるぼし認定３段階目」の認定を受け、かつ「くるみん（令和４年４月１日～

令和７年３月３１日までの基準）」の認定を受けている企業の場合は配点が高い16点を

加算） 



※２ 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定 

※３ 女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定 

なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 

※４ 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る（計画期間が満了していない行

動計画を策定している場合のみ）。 

※５ 次世代法第15条の２の規定に基づく認定 

※６ 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一

部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第146号。以下「令和６年改正省令」という。）

による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第

４条第１項第１号及び第２号に掲げる基準による認定 

※７ 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省令による改正前の次世代

育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第１号及び第２号又は令和６年改正省令

附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和６年改正省令

による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第１号及び第２号

に掲げる基準による認定（ただし、※９及び※11の認定を除く。） 

※８ 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第３号及び第４

号に掲げる基準による認定 

※９ 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の

一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第185号。以下「令和３年改正省令」とい

う。）による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省

令附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和３年改正省

令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条に掲げる基準による認

定（ただし、※11の認定を除く。） 

※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省令による改正前の次世代

育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第３号及び第４号又は令和６年改正省令

附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和６年改正省令

による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第３号及び第４号

に掲げる基準による認定 

※11 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の

一部を改正する省令（平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」とい

う。）による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は平成29年改正省

令附則第２条第３項の規定に掲げる基準による認定 

※12 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の

一部を改正する法律（令和６年法律第42号）による改正後の次世代法第12条第５項の

規定に基づき令和７年４月１日以後に策定又は変更を行ったもの 

※13 内閣府男女共同参画局長の認定等に相当することの確認を受けている外国法人につ

いては、相当する各認定等に準じて加点する。 

  



契  約  書（案） 

 

支出負担行為担当官財務省大臣官房会計課長 ○○ ○○（以下「甲」という。）と、

〇〇（以下「乙」という。）とは、次の条項により「民間企業のシェアオフィスを活用し

たサテライトオフィスの導入」に関する契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約の各条項を履行するものとする。 

 

（本契約の目的） 

第２条  本契約では、別紙○「仕様書」（以下「仕様書」という。）に基づき行う、民間企

業のシェアオフィスを活用したサテライトオフィスの導入（以下「本業務」という。）

に関する事項を定めるものである。 

２ 乙は、本契約の条項に従い、本業務を行い、甲は、乙にその対価を支払うものとする。 

 

（履行場所） 

第３条 業務の履行場所は、仕様書に記載する場所とする。 

２ 乙は、乙が業務を履行するために必要な要件を満たす履行場所を、乙の負担であらか

じめ用意するものとする。 

３ 甲は、必要に応じて、前項の履行場所を視閲することができるものとする。 

４ 前２項の履行場所の要件及び乙が当該履行場所を使用するに当たって遵守すべき事

項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

（契約期間） 

第４条 契約期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日とする。 

 

（契約金額） 

第５条 契約金額は、別紙○のとおりとする。 

２ 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条、並びに

地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき算出した額とする。 

 

（契約保証金） 

第６条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 

 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第７条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た

場合を除き第三者（乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規

定する子会社をいう。）である場合を含む。以下同じ。）に譲渡し、又は承継させてはな

らない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５

０号）第１条の３に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、こ

の限りではない。 

２ 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の乙に対する弁済の効力は、

甲が、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第４２条の２に基づき、セン



ター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。 

 

（下請け、委託等の禁止） 

第８条 乙は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 乙は、原則として本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。た

だし、あらかじめ書面により甲に協議し、承認を得た場合はこの限りではない。 

３ 前項ただし書により甲が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うも

のとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置を執らなければ

ならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。 

４ 第２項ただし書により甲が承認した場合でも、乙は甲に対し、承認を得た第三者の行

為について全責任を負うものとする。 

５ 第２項ただし書にかかわらず、乙は、第２０条第２項第１３号から第１７号の一に該

当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下請負人（下請が数次にわた

るときは、すべての下請負人を含む。）、受任者（再委任以降のすべての受任者を含む。）

及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相

手方をいう。以下同じ。）とすることができない。 

６ 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下

請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければ

ならない。なお、この場合において、乙は、甲に対して損害賠償その他名目のいかんを

問わず金銭を要求することができないものとする。 

７ 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。 

（１）下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の

契約を承認したとき。 

（２）正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、

若しくは下請負人等に対し下請負人等が締結した契約を解除させるためにとりうる措置

を講じないとき。 

８ 前項の場合、乙は甲が実際に被った損害について、第２５条に規定する損害賠償責任

を免れない。 

 

（応札条件の維持） 

第９条 乙は、本契約が終了するまで、仕様書に定める応札者の条件を維持しなければな

らない。 

 

（秘密の保持） 

第 10 条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報（書面等をも

って甲が乙に提供した情報及び甲の施設内又はそれに準じる場所で作業する際に見聞

又は認識した情報の一切をいう。以下「秘密情報」という。）を保持し、これを本契約

の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。 

２ 乙は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報が化体されたソフ

トウェア、図面、書類、データ等を、本契約履行のために必要な範囲の従事者以外の者

に開示し、または使用させてはならない。 

３ 乙は、自らの従事者その他の者に対して、本条の義務を遵守させるために必要な措置

をとらなければならない。 

４ 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は乙に対して、別紙〇第１項に規定する金額



に、別紙〇第２項に規定する単価に予定数量を乗じて得た額を加算した金額（以下「契

約予定総額」という。）の１００分の３０に相当する金額を違約罰として請求すること

ができる。この場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第２５条に規定する損害

賠償責任を免れないものとする。 

５ 個人情報に関する取扱いについては、前各項に掲げるほか別紙１の取扱いを遵守しな

ければならない。 

６ 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。 

 

（費用負担） 

第 11 条 本業務の遂行に要する一切の費用は、乙の負担とする。 

 

（服務等） 

第 12 条 乙は、業務を行うに当たっては、甲の指示に従い、常に善良な管理者の注意を

もって行わなければならない。 

２ 乙は、乙の従事者の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うもの

とする。 

３ 甲は、乙の従事者が不適当と認めたときは、乙に対して従事者の交替を求めることが

できる。 

４ 乙は業務を行うに当たっては、必要に応じ現場責任者を定め、甲に通知するものとす

る。 

 

（監督等） 

第 13 条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員（以下「監督職員」という。）

に乙の本業務の遂行を監督させ、又は、必要な指示をさせることができる。 

２ 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。 

３ 甲は、第８条第２項ただし書の規定により承認した場合には、乙に対し、本契約上の

義務の履行に関して為された乙と第三者との間の契約内容の開示を要求することがで

きるものとする。 

 

（事情変更） 

第 14 条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改

廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる

場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。なお、乙から労務

費、原材料費又はエネルギーコスト等の上昇に伴う契約金額の変更について申出があっ

た場合には、その可否について迅速かつ適切に協議するものとする。 

２ 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議し

て書面により定めるものとする。 

 

（期間の延長） 

第 15 条 乙は、天災地変その他正当な理由により契約に定める期限までに業務を終了す

ることができない場合は、正当な理由を明らかにして甲に期間の延長を求めることがで

きる。 

２ 甲は、乙の理由をやむを得ないものと認めたときは、甲が相当と認める日数の期間を

延長することができる。 



３ 乙は、仕様書に定める期限までに業務を終了することができないと認めたときは、直

ちにその理由及び業務終了予定期日等を甲に申し出て、甲の承認を得なければならない。 

４ 乙の責に帰すべき事由による延期の申し出があった場合、乙は、違約罰として甲に対

し、遅延日数に応じ、遅延した業務に対する対価に対して「政府契約の支払遅延防止等

に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）」に定める率の遅延損害金を納付するもの

とする。 

５ 前項の場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第２５条に規定する損害賠償責

任を免れないものとする。 

 

（検 査） 

第 16 条 乙は、各月経過後、終了した業務を速やかに甲に報告し、甲の指定する検査職

員（以下「検査職員」という。）の検査を受けなければならない。 

２ 甲は、乙から前項の規定による報告を受けた日から１０日以内に検査職員をして検査

を行わなければならない。 

３ 甲の要求があった場合には、乙は、甲の実施する検査に立ち会うため、乙の要員を派

遣しなければならない。 

４ 乙は、第１項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。 

５ 検査の結果不合格の場合、乙は、検査職員の指示に従い、遅滞なく必要な修補を行っ

た上、再度検査を受けなければならない。 

６ 第３項及び第５項に係る一切の費用は、乙の負担とする。 

 

（契約金額の請求及び支払） 

第 17 条 乙は、当該月分の業務を完了したときは、完了した業務に相当する契約金額の

支払を甲があらかじめ定める書式又は甲に事前に提出してその承認を得た乙の書式に

よる支払請求書をもって、契約金額の支払を甲に請求するものとする。 

２ 前項の請求金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

３ 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から３０日以内に、乙

の金融機関の口座へ振込みにより支払わなければならない。 

４ 前項の期限内に甲の支払がないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭

和２４年法律第２５６号）」の定めるところによる。 

 

（業務完了後における説明等） 

第 18 条 乙は、本業務の完了後においても、甲から本業務の内容について説明又は資料

の提出を求められたときは、これに応じなければならない。 

 

（契約不適合責任） 

第 19 条 甲は本業務を完了した日から起算して１年以内に、本業務に種類、品質又は数

量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）を発見し、乙

に対してその旨を通知したときは、乙に対して乙の負担において相当の期間を定めて甲

の承認及び選択した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引

渡しによる履行の追完を請求することができる。 

２ 甲は、前項の各請求とともに、又はこれに代えて損害賠償を請求することができる。

本項によって賠償を請求することができる損害は、本業務の契約不適合を原因として、

甲に発生した次の各号の費用、負担、その他の損害（以下「損害等」という。）で本業



務の契約不適合と相当因果関係のあるものに限る。 

（１）本業務の契約不適合の改修に要する期間中、本業務の甲の使用目的を達成するため

に要した内部人件費等の一切の費用 

（２）本業務の契約不適合を原因として、本業務が本来予定される基準を下回る性能又は

機能しか発揮せず、それを主たる原因として、甲の使用目的の遂行に支障が生じ、その

結果を回復するために、甲が要した人件費、外部業者委託費等の一切の費用 

（３）契約不適合を原因として、甲の提供する行政サービスに障害が生じ、その結果、そ

の行政サービスの受領者（以下「国民等」という。）から、クレーム、訴訟手続、その

他の不服申立て等（以下「不服申立て等」という。）が提起された場合において、甲が

国民等に支払いを命ぜられた金額及び甲が不服申立て等を防御するために要した一切

の費用 

３ 第１項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に

履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求すること

ができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ち

に代金の減額を請求することができる。 

（１）履行の追完が不能であるとき。 

（２）乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３）契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をし

なければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしな

いでその時期を経過したとき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、甲が本項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込

みがないことが明らかであるとき。 

４ 第１項に定める期間経過後といえども、乙の責に帰すべき事由が原因となった本業務

の重大な契約不適合及び乙の故意又は重大な過失による契約不適合が発見され、又は発

生した場合には、甲は、乙に対して本契約の解除ができるほか、第１項ないし第３項に

基づく各請求ができるものとする。 

５ 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。 

 

（解 除） 

第 20 条 甲は、自己の都合により、乙に対し１か月の予告期間をもって書面により通告

し、本契約を解除することができる。 

２ 甲は、乙に次の各号に該当する事由が生じ、その事由により乙による本契約上の義務

の履行に支障が生じると認められるときは、甲は、何らの通知又は催告を要せず、直ち

に本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 

（１）本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。 

（２）相当な理由なく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき。 

（３）甲に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。 

（４）財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。 

（５）本業務の履行に著しい遅延のあったとき。 

（６）第１６条に規定する再検査を経ても検査に合格する見込みがないと認められるとき。 

（７）契約不適合により契約の目的を達することができないとき又は同条に規定する甲の

請求に応じないとき。 

（８）監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき。 

（９）自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行として



の競売等の申立てがあったとき。 

（10）破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき

又は清算に入ったとき。 

（11）手形、小切手の不渡り等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき。 

（12）解散の決議をしたとき。 

（13）役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所

（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、

その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）であるとき。 

（14）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（15）役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。 

（16）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき。 

（17）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

（18）自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき。 

（19）自ら又は第三者を利用して、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき。 

（20）自ら又は第三者を利用して、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行

為をしたとき。 

（21）自ら又は第三者を利用して、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為をした

とき。 

（22）その他、第１８号から第２１号に準ずる行為をしたとき。 

３ 甲が前項の規定により本契約を解除した場合、乙に対して、契約予定総額の１００分

の３０に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。 

４ 乙が、本契約で別途定める場合を除き、本契約上の規定に違反した場合には、甲は、

第１項の解除をしない場合でも、乙に対して契約予定総額の１００分の３０に相当する

金額を違約罰として請求することができるものとする。 

５ 前２項の場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第２５条に規定する損害賠償

責任を免れないものとする。 

 

（本契約の任意解約等） 

第 21 条 甲は、必要に応じて本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しく

は打切ることができるものとする。 

２ 甲が前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打切りをした場合には、甲は、

乙の要求により次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する費用

を補償するものとする。 

（１）本契約の内容変更の場合 合理的な追加費用 

（２）本契約の一時中止又は打切の場合 当該時点までに乙に発生した合理的な費用 

３ 前項の場合において、乙は、甲に対して前項の費用以外に損害賠償その他名目のいか

んを問わず金銭を要求することができないものとする。 

 



（談合等の不正行為に係る解除） 

第 22 条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一

部を解除することができる。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条若しく

は第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定に

よる排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み

替えて準用する場合を含む。）、第７条の９第１項、第２項若しくは第２０条の２から第

２０条の６の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項若

しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（２）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人）が

刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８

９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起さ

れたとき。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、

当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第 23 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一

部を解除するか否かにかかわらず、契約予定総額の１００分の１０に相当する額を違約

金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条若しくは第８条の

２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措

置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）

に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった（同訴訟が取り下げられた場合を含む。）

又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄

却の判決が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法

第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）、第７条の９第１項、第２項又は

第２０条の２から第２０条の６の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に

係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった（同訴訟が取り下げら

れた場合を含む。）又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを

却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき（独占禁止法第６３条第２項の規定により

当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。）。 

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項若しく

は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（４）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人）が

刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５

条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前

項の契約予定総額の１００分の１０に相当する額のほか、契約予定総額の１００分の５

に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法

第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）、第７条の９第１項又は第２項の



規定による納付命令（独占禁止法第７条の３第１項、第２項又は第３項の規定の適用が

ある場合に限る。）を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告

訴訟の提起がなかった（同訴訟が取り下げられた場合を含む。）又は当該訴訟の提起が

あった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したと

き（独占禁止法第６３条第２項の規定により当該納付命令が取り消された場合であって

も影響を及ぼさない。）。 

（２）当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。 

（３）乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して

いるとき。 

３ 乙は契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、第２５条に定める損害の額が違約金を超過する場合にお

いて、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。 

 

（調査） 

第 24 条 甲は必要と認める場合には、期限を示して、乙にその業務若しくは資産の状況

に関し報告若しくは帳簿書類その他の資料の提出を求め、又は甲の指定する者（甲と契

約関係にある公認会計士等を含む。）を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣して

必要な調査をさせることができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定による報告及び資料の提出並びに調査に協力しなければならない。 

３ 第１項の規定による報告若しくは資料の提出又は調査に関して、乙が報告若しくは資

料の提出をせず、若しくは乙が虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は乙が調査に協力

しない場合には、甲は、乙に対して、契約予定総額の１００分の３０に相当する金額を

違約罰として請求することができるものとする。 

４ 前項の場合において、乙は、甲が実際に被った損害について、第２５条に規定する損

害賠償を免れないものとする。 

 

（損害賠償） 

第 25 条 乙は、債務不履行に基づき甲に損害を与えた場合は、甲に対し、一切の損害を

賠償するものとする。 

２ 前項の損害には、甲が乙に対し履行を求める一切の費用、国民等から、不服申立て等

が提起された場合において甲が国民等に支払いを要する金額及び甲が不服申立て等を

防御するために要した一切の費用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続に関す

る費用を含むものとする。 

 

（賠償金等の徴収） 

第 26 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払

わないときは、甲は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約

金額支払の日までの日数に応じ「国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政

令第３３７号）」に定める率で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額と

を相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数に応じ「国の債権の管理等に関す

る法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）」に定める率で計算した額の遅延損害金を

徴収する。 

 



（不当介入に関する通報・報告） 

第 27 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼう

ゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」とい

う。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとと

もに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要

な協力を行うものとする。 

 

（紛争の解決） 

第 28条 本契約について、甲と乙との間で協議を要するものにつき協議が整わないとき、

又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所に調停の申

し立てを行い、甲と乙双方ともこれに服するものとする。 

２ 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲と乙の平等の負担とする。 

 

（法律、規格等の遵守） 

第 29 条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守

し、その適法性を確保するものとする。 

 

（人権尊重努力義務） 

第 30条 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令

和４年９月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・

連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 

 

（補則） 

第 31 条 本契約に関して疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、

甲乙協議して決定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



本契約の締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

 

甲 東京都千代田区霞が関３－１－１ 

支出負担行為担当官 

財務省大臣官房会計課長 

○ ○  ○ ○ 

 

 

 

乙  

 

 



（別紙１） 

 

個人情報に関する取扱い（第１０条第５項） 

 

（定義） 

第１条 本契約における個人情報とは、甲から乙に開示又は提供される情報のうち、生存

する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は

個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声等によって当該個人を識

別できるもの（当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することがで

き、それによって当該個人を識別できるものを含む。）として甲が指定する情報をいう。 

 

（秘密保持） 

第２条 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、いかなる方法によっても個人情報を第三

者（乙の子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）である場合を含む。

以下同じ。）に開示又は提供等してはならないものとする。 

２ 甲は前項の承諾を求められた場合、必要に応じて第三者との契約書案の写し、その他

甲の指定する書類の提出を乙に求めることができるものとする。 

３ 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て第三者に対し本契約書と同等の義務を課さな

ければならない。なお、第三者が個人情報の紛失、破壊、盗用、改竄及び漏洩などの事

故等（（以下「事故等」と言う。）故意、過失を問わない。）を発生させ、甲又は個人情

報から識別される個人に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

 

（個人情報の使用） 

第３条 乙は、個人情報を本件業務の遂行に必要な範囲に限り使用できるものとする。 

 

（複製等） 

第４条 乙は、個人情報を本件業務遂行に必要な場合であって、かつ、甲の事前の書面に

よる承諾がある場合に限り、複製又は加工をすることができるものとする。 

２ 乙は、前項により複製又は加工した個人情報についても、本契約書上の個人情報とし

て取扱うものとする。 

 

（管理） 

第５条 乙は、個人情報の漏洩、滅失、又はき損の防止その他の、個人情報の安全管理の

ために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、前項にて実施する安全管理措置のうち、少なくとも次の各号を定め甲の承認を

得るものとし、甲が更に安全管理措置を指定する場合にはこれを実施するものとする。 

（１）個人情報の取扱い責任者 

（２）個人情報に接する従業員その他本件業務遂行に従事する者 

（３）個人情報の授受、移送方法 

（４）個人情報の保管場所及び保管・管理（以下「保管等」と言う。）の方法 

（５）個人情報の具体的な取扱手順及び利用方法 

（６）個人情報の取扱いに使用する装置、機器、触体等への技術的安全装置の内容 

（７）従業員等への個人情報保護の教育、訓練の実施の有無等 

３ 乙は、本件業務を遂行するために個人情報に接する必要のある従業員その他、業務遂



行に従事する者（以下「従業員等」と言う。）以外の者が個人情報に接することのない

ように個人情報を保管等するものとし、また、乙の責任において個人情報に接する従業

員等に本契約の義務を遵守させなければならない。 

 

（個人情報の取得）  

第６条 乙は、本件業務の遂行上、甲から指示がある場合を除き乙自ら個人情報に該当す

る情報を取得してはならない。なお、乙が個人情報の取得を要すると判断した場合には、

甲に通知のうえ甲の指示に従うものとする。なお、甲が乙の個人情報の取得を必要と認

める場合には可能な限り個人情報を特定し、その指示は文書にて行うこととする。 

 

（問合せ等）  

第７条 乙は、個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問合せを受けた場合、

直ちに甲に連絡のうえ、甲の指示に従わなければならない。 

 

（個人情報の返還）  

第８条 乙は、甲の要求がある場合、又は本件業務が終了した場合、甲の指示に従い乙の

責任と負担において個人情報を甲に返還、破棄若しくは消去しなければならない。なお、

甲の求めに応じ、破棄、消去の方法、完了日等を甲に報告するものとする。 

 

（事故発生時の対応等）  

第９条 乙は、個人情報に関する事故等の発生、若しくはその恐れがあることを知った場

合、直ちに甲に連絡し、甲の指示の下に、乙の責任と負担において対応策を講ずるもの

とする。なお、事故等の発生により甲又は情報主体本人に損害を与えた場合には、乙は

その損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の規定に関わらず、個人情報の情報主体との関係などから乙自ら上記の対応策を

講ずることが必要と判断するときは、乙の責任と負担において対応策を講ずるものとす

る。ただし、その場合であっても事後甲に報告し了解を得るものとする。なお、乙自ら

の対応策についても甲が指示する場合は、甲の指示に従うものとする。 

３ 前２項における連絡及び対応策の実施は乙の債務不履行に係る責任を免除するもの

ではない。 

 

（再委託の取扱）  

第 10 条 乙は、甲の書面による承諾がなく、本件業務の一部を第三者に委任し、又は請

け負わせてはならない。 

２ 甲は、前項の承認を求められた場合、必要に応じて乙に対し、第三者との契約書の写

し、その他甲の指定する書類の提出を求めることができるものとする。 

３ 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て第三者に対し本別紙１と同等の義務を課さな

ければならない。また、当該第三者が事故等を発生させた場合であっても甲又は情報主

体本人に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償するものとする。 

 

（監査）  

第 11 条 乙は、本件業務期間中、少なくとも６ヶ月に１回又は甲が求めた場合はその都

度、第２条から第４条並びに第５条にて実施する安全管理措置の実施状況を甲に報告す

るものとする。 



２ 甲は、乙の業務の履行場所、施設等に立ち入り、本別紙１上の義務の遵守状況を確認

できるものとする。なお、立ち入りの方法等については甲と乙で協議するものとする。 

３ 甲は、前各項の結果、不備等が確認された場合、必要な指示を行うことができるもの

とする。 

４ 第１項又は第２項の結果、事故等が発生する蓋然性が高い不備があると甲が判断した

場合、或いは第３項の指示後相当の期間経過後においても不備が是正されない場合、又

は指示に従わない場合、甲は直ちに無償にて本件業務の全部又は一部を解除できるもの

とする。また、甲に損害が生じた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。 



（別紙〇） 

契約金額は次のとおりとする。 

（１）諸経費（固定費用） 

 〇〇〇円（内消費税額及び地方消費税額 〇〇〇円）とし、月額〇〇円（内消費税額及

び地方消費税額 〇〇〇円）とする。 

 

（２）単価料金 

  単価による契約とし、単価及び予定数量は以下のとおりとする。 

  ◯◯◯あたり◯◯◯円（内消費税額及び地方消費税額 〇〇〇円）とし、 

 予定数量は◯◯◯とする。 

 ただし、数量は甲の都合により増減できるものとし、この場合において、乙は損害賠償

の請求ができないものとする。 
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